
第７５回 徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
（徳島県新型インフルエンザ等対策本部会議）

日 時：令和４年３月２２日（火）
午後３時３５分から

場 所：県庁３階 特別会議室
（WEB 方式）

◎協議事項
・とくしまアラート等について



徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 配席図
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（テレビ会議：web参加）
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全国の新型コロナウイルス感染症発生状況
３月21日23:59現在 ３月22日公表

北海道　 1,009
青森県 394
岩手県 131
宮城県 277
秋田県 135
山形県 81
福島県 219
茨城県 1,410
栃木県 248
群馬県 328
埼玉県 2,985
千葉県 1,754
東京都    3,855
神奈川県  　 3,856
新潟県 312
富山県 141
石川県 226
福井県 115
山梨県 122
長野県 339
岐阜県 175
静岡県 422
愛知県    1,082
三重県    　 222
滋賀県 384
京都府    　 419
大阪府    1,638
兵庫県 957
奈良県    　 359
和歌山県  117
鳥取県 47
島根県 52
岡山県 206
広島県 447
山口県 169
徳島県 103
香川県 194
愛媛県 117
高知県 84
福岡県 1,191
佐賀県 86
長崎県 128
熊本県 244
大分県 169
宮崎県 120
鹿児島県 218
沖縄県　  　 300
小計 27,587

発生人数
累計

空港検疫など 114

小計 114

発生人数
累計

合計 27,701

参考 備考

備考

《発生状況（国内居住者都道府県）》

都道府県名 備考発生人数全国新規感染者数 ２７，７０１ 人
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沖
縄

まん延防止等重点措置の適用状況
１８都道府県
「まん延防止等重点措置」が3月21日ですべて終了
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政府基本的対処方針の主な変更内容（令和4年3月17日）

２積極的疫学調査・濃厚接触者の特定
・ 地域の感染状況や保健所の実施体制等に応じて、「感染リスクが低い一般の事業所」などでは、濃厚接触者の特定を求めず、
一律の出勤制限は行わない。

・ 医療機関、高齢者施設について、積極的疫学調査を集中的に実施し、行動制限を求める。
・ 家庭内の濃厚接触者についても、保健所等による特定・行動制限を実施する。

・ エッセンシャルワーカーに限らず、４・５日目に検査が陰性であった場合、５日目に待機の解除を可能とする。
・ 医療機関、高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学校等の従事者は、毎日検査による陰性確認により業務従事を可能とする。

３濃厚接触者の待期期間

４感染防止策の徹底
・ 医療機関、高齢者施設等や保育所、幼稚園、学校等において、地域の実情に応じ感染者が発生した場合に早期の幅広い
検査の実施、発熱等の症状がある職員等の休暇取得等の徹底や職員等に対する早期のワクチンの３回目接種等を行う。
また、感染拡大地域において、クラスターが多発する場合には、職員に対する検査の頻回実施、部活動の制限を行う。

５ ワクチン接種
・ ４回目接種に向けてワクチンの確保を行う。
・ １２歳から１７歳までの方への３回目接種に向けて令和４年４月以降に接種を開始できるよう自治体において準備を進める。

６検査
・ 抗原定性検査キットについては、国が感染拡大による急激な需要増や経済活動のニーズにも対応可能な量を確保する。
・ 飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する自治体や民間事業者等による取組を推奨する。

７ イベント等の開催制限（重点措置区域における取組等）
・ 感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行う。
・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100％とすることを
基本とする。（「重点措置区域」においても「その他区域」と同じ取扱いとする。）
※ これまで「まん延防止等重点措置」の対象地域では、イベント主催者が「感染防止安全計画」を策定し、県で確認を受ければ、
「人数上限２万人」とに設定していた収容人数の上限について、「収容定員」までと改定。

１ まん延防止等重点措置について、３月２１日の期限をもって全て終了（18都道府県）
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